
 

公益財団法人くれ産業振興センター見本市等出展補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は，地域における中小企業者等の市場開拓事業を促進し，

地域産業の振興を図るため，呉市内の中小企業者等による新技術又は新製品

の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化されたものを見本市，展示

会その他中小企業者等の販路開拓につながる事業（以下「見本市等」という。）

に出展する場合に要する経費に対し，公益財団法人くれ産業振興センター

（以下「センター」という。）が予算の範囲内で補助金を交付することに関

し，公益財団法人くれ産業振興センター補助金等交付規程（平成２５年４月

１日施行。以下「規程」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定め

るものである。 

（補助対象事業） 

第２条 この要綱の規定による補助金（以下「補助金」という。）の交付

の対象とする事業（以下「補助対象事業」という。）は，新技術又は新

製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを見本

市等に出展するものとし，かつ，当該年度内に同一の事業について，国，

県等の補助を受けていない事業とする。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象事業者」

という。）は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中

小企業者（呉市内に主たる事業所又は支店等を有する者であると認め

られる者に限る。）又はそれらが構成員となっている協同組合，研究

会，グループ等（以下「団体」という。）については，次に掲げる要

件をいずれも満たすものに限る。 

ア 規約，会則，構成員間の相互協定その他これらに準じるものが定

められていること。 

イ 名簿などにより構成員が明確とされていること。 

ウ 当該構成員の２分の１以上が呉市内に主たる事業所又は支店等

を有するものであること。 

エ 構成員の２分の１以上が大企業又はその役員若しくは従業員で

ないこと。  

 (2) 市税を滞納していない者 

 (3) 呉市暴力団排除条例第２条第１号，第２号及び第３号に規定する暴

力団，暴力団員及び暴力団員等に該当しない者 

（補助対象経費） 

第４条 この要綱における補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対

象経費」という。）の範囲は，補助対象事業に要する経費のうち，小間

料，会場整備費及び出品物運送費とし，補助対象期間（第７条第１項の



規定により補助金の交付の決定を受けた日から当該年度の末日までの

期間をいう。以下同じ。）内に支払いが完了しているものとする。また，

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（以下「消費税等相当額」と

いう。）が含まれている場合，消費税等相当額を減じた額を補助対象経

費とする。 

 （補助率，補助金限度額及び補助金交付の制限） 

第５条 補助対象事業１事業につき，交付する補助金の額は，補助対象経

費に３分の２を乗じて得た額以内で４０万円を上限とする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数がある場合は当該端数を切り捨

てた額とする。 

３ 同一の補助対象事業者に対する補助金の交付は同一の年度において

は１回限りとし，同一の補助対象事業に対する補助金の交付は，年度に

関わらず１回限りとする。 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は，公益財団法人くれ産業振興

センター見本市等出展補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて，別に定める期限までに，理事長に提出しなければならない。 

 (1) 見本市等出展補助事業計画書（様式第２号） 

  (2) 次に掲げる申請者の区分に応じ，当該各区分に掲げる書類 

ア 法人  

(ｱ) 定款，寄附行為その他これらに類する書類 

(ｲ) 法人の登記事項証明書 

(ｳ) 呉市内に主たる事業所又は支店等を有することを証する書類

（(ｲ)に掲げる書面と兼ねることができるものとする。） 

(ｴ) 直近２会計年度分の貸借対照表及び損益計算書 

(ｵ) 当該法人について市税の滞納のない証明書 

   (ｶ) 誓約書（様式第３号） 

イ 個人  

(ｱ) 当該個人の事業活動の略歴を記載した書面 

(ｲ) 住民票記載事項証明書 

(ｳ) 呉市内に主たる事業所又は支店等を有する旨を申し出る書面 

(ｴ) 直近２会計年度分の当該個人の事業に関する資産，負債等及び

収益，費用等を示す書類 

(ｵ) 当該個人について市税の滞納のない証明書 

   (ｶ) 誓約書（様式第３号） 

ウ 団体 

(ｱ) 規約，会則，構成員間の相互協定その他これらに準じる書類 

(ｲ) 構成員名簿 

(ｳ) 当該構成員の２分の１以上が呉市内に主たる事業所又は支店

等を有する者であることを証する書類（(ｲ)に掲げる書面と兼ね



ることができるものとする。） 

(ｴ) 直近２会計年度分の当該団体の事業に関する資産，負債等及び

収益，費用等を示す書類 

(ｵ) 当該団体について市税の滞納のない証明書（当該団体が課税さ

れない団体である場合はその旨を申し出る書面） 

(ｶ) 当該団体の構成員のうち単独で補助対象事業者に該当する中

小企業等に関するア又はイに掲げる書類 

(3) その他理事長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による補助金の交付の申請（以下「交付申請」という。）

は，１補助対象事業者につき，１件とする。 

３ 交付申請をした者（以下「申請者」という。）は，団体等の構成員と

なることはできない。 

 （交付の決定） 

第７条 理事長は，交付申請があったときは，公益財団法人くれ産業振興

センター事業化可能性評価委員会（以下「委員会」という。）に諮り，

委員会の意見を参考とし，補助金を交付すべきものと認めたときは，速

やかに補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をするものと

する。 

２ 補助金の交付条件の設定及び交付決定の通知並びに交付申請の取下

げについては，規程第６条及び第７条並びに第８条に定めるところによ

るものとする。 

 （事情変更による交付決定の取消し等，補助事業の遂行及び状況報告） 

第８条 事情変更による交付決定の取消し等，交付決定を受けた事業（以

下「補助事業」という。）の遂行及び状況報告については，規程第９条，

第１０条及び第１１条に定めるところによるものとする。 

 （事業計画の変更等） 

第９条 交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，当該交

付決定の通知を受けた後において，当該補助事業の変更又は中止をしよ

うとするときは，規程第１２条第１項に定める補助事業等計画変更承認

申請書に次の書類を添えて，遅滞なく理事長に提出し，承認を得なけれ

ばならない。 

  (1) 見本市等出展補助事業変更計画書（様式第４号） 

  (2) その他参考資料 

２ 理事長は，前項の補助事業等計画変更承認申請書が提出されたときは，

変更内容を審査の上，前条の規定による決定を変更することができる。 

 （変更決定通知） 

第１０条  理事長は，前条第２項の規定により当該補助金等の変更を承認

したときは，規程第１３条に定める補助金等変更決定通知書により，補

助事業者に通知しなければならない。 

 （実績の報告等） 



第１１条 補助事業者は，当該補助事業を完了したときは，その完了の日

の翌日から起算して４０日を経過した日又は当該年度の末日までのい

ずれか早い日までに，規程第１４条第１項に定める補助事業等実績報告

書に次に掲げる書類を添えて，理事長に提出しなければならない。ただ

し，理事長が特に認めた場合は，提出期限を延長することができる。 

  (1) 見本市等出展補助事業実績報告書（様式第５号） 

  (2) その他参考書類 

２ 前項に規定するもののほか，実績の報告については，規程第１４条第

２項及び第３項に定めるところによるものとする。 

３ 前２項の規定による実績の報告があった場合における是正のための

措置については，規程第１５条に定めるところによるものとする。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項

は，理事長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 


